
◎地域支援事業の事業内容について 資料２

旧介護予防訪問介護相当サービス
訪問型サービスA
訪問型サービスB
訪問型サービスC
訪問型サービスD
旧介護予防通所介護相当サービス
通所型サービスＡ　※本市では実施なし
通所型サービスＢ
通所型サービスＣ　※本市では実施なし
栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食等
定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティア等が行う訪問による見守り　※本市では実施なし
その他、訪問型サービス及び通所型サービスの一体的な提供等地域における自立した日常生活の支援に資するサービスとして市町村が定める生活支援
※本市では実施なし

第一号介護予防支援事業
（介護予防ケアマネジメント）
（法第１１５条の４５第１項第１号ニ）

備考
委託に当たっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。

要介護認定及び要支援認定の担当部局との連携による把握
訪問活動を実施している保健部局との連携による把握
医療機関からの情報提供による把握
民生委員等地域住民からの情報提供による把握
地域包括支援センターの総合相談支援業務との連携による把握
本人、家族等からの相談による把握
特定健康診査等の担当部局との連携による把握
その他市町村が適当と認める方法による把握
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催
介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室の開催
介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体（介護予防手帳）の配布
介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修
介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援
社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施
介護予防に資する取組への参加やボランティア等へのポイント付与

一般介護予防事業評価事業 事業評価
住民への介護予防に関する技術的助言
介護職員等（介護サービス事業所に従事する者を含む。）への介護予防に関する技術的助言
地域ケア会議におけるケアマネジメント支援

第一号介護予防支援事業
（法第１１５条の４５第１項第１号ニ）

居宅要支援被保険者に係るものを除く。

地域におけるネットワークの構築
実態把握
総合相談支援
家族を介護する者に対する相談支援の留意点
地域共生社会の観点に立った包括的な支援の実施
成年後見制度の活用促進
老人福祉施設等への措置の支援
高齢者虐待への対応
困難事例への対応
消費者被害の防止
包括的・継続的なケア体制の構築
地域における介護支援専門員のネットワークの活用
日常的個別指導・相談
支援困難事例等への指導・助言
地域の医療・介護の資源の把握
在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
医療・介護関係者の情報共有の支援
在宅医療・介護連携に関する相談支援
医療・介護関係者の研修
地域住民への普及啓発
在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置
協議体の設置
認知症初期集中支援推進事業
認知症地域支援・ケア向上事業
地域ケア推進会議に関すること
地域ケア個別会議（圏域レベルの会議含む。）に関すること

認定調査状況チェック
ケアプランの点検
住宅改修等の点検
医療情報との突合・縦覧点検
介護給付費通知
給付実績を活用した分析・検証事業
介護サービス事業者等への適正化支援事業
介護教室の開催 備考　事業目的が介護予防に資するものであれば、総合事業で実施する。
認知症高齢者見守り事業 徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用

健康相談・疾病予防等事業
介護者交流会の開催
介護自立支援事業

介護用品の支給に係る事業 備考　条件付き実施
成年後見制度利用支援事業 低所得高齢者に係る市長申立てに要する経費や報酬助成等
福祉用具・住宅改修支援事業 -
認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 -

キャラバン・メイト養成研修事業（千葉県で実施）
認知症サポーター養成研修事業
（認知症サポーター養成講座）

重度のＡＬＳ患者の入院におけるコミュニケーション支援事業 -
高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
介護サービスの質の向上に資する事業（介護相談員派遣等事業）
地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業（総合事業で配食の支援を受けている者を除く。）
家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業

備考
介護給付等（指定事業者による第一号事業含む。）に要する費用の適正化のための事業

認知症サポーター等養成事業
（認知症サポーター等養成事業の実施について（平成１８年７月１２日老計発第０７１２００１号厚生労働省老健局計画課長通知））

在宅医療・介護連携推進事業
（法第１１５条の４５第２項第４号）

その他の事業
（法第１１５条の４５第３項第３号）

地域自立生活支援事業

生活支援体制整備事業
（法第１１５条の４５第２項第５号）
認知症総合支援事業
（法第１１５条の４５第２項第６号）

介護給付等費用適正化事業
（法第１１５条の４５第３項第１号）

家族介護支援事業
（法第１１５条の４５第３項第２号） 家族介護継続支援事業任
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第一号事業
（介護予防・生活支援サービス事業）
（法第１１５条の４５第１項第１号）

第一号訪問事業
（訪問型サービス）
（法第１１５条の４５第１項第１号イ）

第一号通所事業
（通所型サービス）
（法第１１５条の４５第１項第１号ロ）

第一号生活支援事業
（その他生活支援サービス）
（法第１１５条の４５第１項第１号ハ）
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介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

地域リハビリテーション活動支援事業

地域ケア会議推進事業
（第１１５条の４８第１項）

包括的支援事業
（社会保障充実分）
（法第１１５条の４５第２項第４号から第６号、
第１１５条の４８第１項）

介護予防把握事業

一般介護予防事業
（法第１１５条の４５第１項第２号）

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
（法第１１５条の４５第２項第３号）

包括的支援事業
（地域包括支援センターの運営）
（法第１１５条の４５第１項第１号ニ、
同条第２項第１号から第３号）

総合相談支援業務
（法第１１５条の４５第２項第１号）

権利擁護業務
（法第１１５条の４５第２項第２号）


